
国際物流拠点産業集積地域について（令和４年度以降）

急成長する東アジアの中心に位置する沖縄において、地理的優位性を活かし、高付加価値型のものづくり企
業や高機能型物流企業等の国際物流拠点産業の集積を図る。

趣旨

措置概要

①所得控除（40％控除）
・本店等所在地、法人設立後の経過年数、従業員数等所要の要件を満たす場合に適用
・県知事による所要の事業認定及び主務大臣による所要の確認を受けた場合に適用

②投資税額控除
・控 除 率：機械装置15％、建物等8％ ※限度額あり、４年間繰越可

・取得下限額：機械装置100万円超、建物等1,000万円超
・事業計画等について、県知事による所要の認定及び主務大臣による所要の確認を受けた場合に適用

③特別償却
・償却割合：機械装置50％、建物等25％ ※限度額あり

※取得下限額並びに県知事による認定及び主務大臣による確認については②と同様

④保税地域に係る特例措置（許可手数料の軽減、関税の選択課税等）
・主務大臣による所要の認定を受けた場合に適用

⑤地方税（事業税、不動産取得税、固定資産税、事業所税）の課税免除等

対象事業

適用期限

令和４年４月１日～令和７年３月31日

地域範囲

糸満市、浦添市、宜野湾市、那覇市、豊見城市、うるま・沖縄地区（うるま市及び沖縄市内で一部拡充）

※各措置には、それぞれ別途適用要件あり。

特定国際物流拠点産業（①所得控除） 国際物流拠点産業（②投資税額控除、③特別償却、⑤地方税）

製造業、倉庫業、特定の無店舗小売業、特定の機械等修理業、航空機整
備業

卸売業、道路貨物運送業、不動産賃貸業（一定規模の貸倉庫）、左記特定
国際物流拠点産業

①、②、③は選択制

※④保税地域に係る特例措置は特定の対象事業なし


